
 

ものづくり開発支援資金 （令和５年４月１日現在） 

１．目    的 

新製品・新技術の研究、開発、販路開拓等を行うための事業資金の融資を行う

ことにより、中小企業者の競争力強化及び事業拡大に寄与することを目的とす

る。 

２．融資対象者 

（右のすべての条件を満た

す必要があります。） 

(1) 中小企業者の方 

(2) 1 年以上事業を継続している、市内に本社のある法人又は市内に事業所のあ

る個人の方 

(3) 製造業、ソフトウェア業を営んでいる方 

（ただし、既に他業種を営んでいる方が、新たに製造業、ソフトウェア業を

営もうとする場合も対象とする。） 

(4) 新製品・新技術の研究・開発など、自社として新しい取組みを行う方 

(5) p14「１.融資対象者要件（共通）」をすべて満たす方 

ただし、営業・販売支店の設置等を行う場合には市外・県外・海外への設

置であっても設備資金の融資を受けることができる。 

３．融資限度額 

３,０００万円以内  

（ただし、総事業費の８割を融資限度とする。 

国、県、市その他団体等からの補助金等の交付を見込んでいる場合は、当該

補助金等を除いた額の８割を融資限度とする。） 

４．使 途 及 び 

    融 資 期 間 

運転資金  ５年以内（据置１年以内を含む。） 

設備資金 １０年以内（据置１年以内を含む。） 

運転設備併用資金 １０年以内（据置１年以内を含む。） 

※新製品・新技術の研究・開発や、その販路開拓に必要な費用で、概ね今後１年間の

新しい取組みに要する費用が対象（市が認める費用に限る。） 

※人件費は対象外（ソフトウェア業の研究・開発にかかる人件費を除く。） 

※研究開発の委託費は対象外（共同研究の場合を除く。） 

５．信 用 保 証 
必要により保証協会の保証を付すことができる。 

 保証制度名：福井市ものづくり開発支援資金保証制度【一般保証枠】 

６．補 助 制 度 保証料補給  全額 



 

７．事 前 審 査 

融資申請前に、市において本制度の融資対象となるかどうか判断します。審査

には 2日～1週間程度かかりますので、期間に十分余裕をもって申請ください。 

提出書類 

①事業計画書(p53)  【２部】 

②設備資金の場合は、見積り等の写し（設備の概要が分かるもの）【２部】 

③既に助成金等の交付又は交付決定を受けている場合は、助成金額等が確認

できる書類の写し 【２部】 

④公的機関等から新商品等の研究開発について認定を受けている場合は、認

定書等の写し【２部】 

⑤本社所在地のわかる書類（登記事項証明書・確定申告や許可証等の写し）【１

部】   

※①～⑤は審査後返却します。（①～④は１部返却） 

８.事 業 報 告 
融資実行から概ね１年経過後に事業報告書（様式第４号の２）(p47)の提出が必

要です。 

９．必 要 書 類 

(1) 福井市中小企業者等融資申請書(様式第１号)(p40)【原本２部 写し１部】 

(2) 直近の市税納税証明書（全税目）(p4 参照)【原本１部 写し２部】 

(3) 法人の場合は法人の登記事項証明書( p4 参照)、個人の場合は住民票抄本

【原本１部 写し２部】 

(4) 許認可証の写し（許認可を要する業種の場合のみ）（p8 参照）【２部】 

(5) 直近の決算書の写し【２部】 

(6) 設備資金の場合は見積もり等の写し（設備の概要が分かるもの）【２部】 

(7) 事前審査承認済みの書類（7.①、③、④）【原本１部 写し１部】 

(8) 福井市中小企業者等融資制度利用者へのアンケート(p69)【原本１部】 

(9) その他、市が必要と認めるもの 

《注意事項》 

・市税納税証明書と法人の登記事項証明書、住民票等は必ず原本をお持ちください。（その場で確認

して返却いたします。）また、発行から３ヶ月以内のものを提出してください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②製品開発・製造 
市場調査、設計・デザイン 
試作品製作、改良、量産 等 

①②に関連した販路開拓 
新商品等の見本市出展 

営業支店・販売店の設置 等 

①基礎研究 
基礎研究・技術開発 

特許又は公的機関認定取得 等 

ものづくり開発支援資金の詳細・対象例 

新製品を生産するための設

備がほしい！ 

主力商品の顧客を広げる
ために今回は見本市に出
展してみよう。 

海外市場に進出するために現地に

営業所を開設しよう。 

設備が古くなったので新しく

買い換えたい。 

デジタルカメラのラインナップを

増やそう。機能を追加しよう。 

生産コスト削減のために海外に 

生産工場を建設しよう。 

市の事前審査について 

  取組み内容に基づき、市で事前審査を行いますので（２日～１週間程度）、事前審査に必要な書類

（前ページを参照）を商工振興課に提出して下さい。審査の結果、承認されれば融資申請となります。 

審査のポイントは取り組みの新規性、実現性、発展性、意欲等です。 

■対象となる例 

■対象にならない例 

・新製品の開発のための設備費用 

・新製品をこれから製造するため 

  の材料仕入費用     など 

・新しい市場開拓のための調査費用 

・見本市等への出展のための製品作 

 成費用        など 

・販路開拓のための新しい営業、 

 販売支店の設置費用（この場合の 

 み市外への設置も対象）   など 

単なる機械の買い換えや機械のグレ

ードアップは対象となりません。 

製品のデザインや機能の変更、同種製

品のラインナップの拡充は対象となり

ません。ソフトウエアにおいては、既

存のシステムに機能を追加する等の変

更も対象となりません。 

市内で生産したものを大きな市場で売

っていくための資金なので、市外への

生産工場設置は対象となりません。 

新しい取組みについて 

上記の３分野（複数可）における企業の新しい取組みを対象とします。 

   ※市内での生産を原則とします。 

   ※小売・卸売業等が新たに製造業、ソフトウェア業に進出する場合も対象となります。 


